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第Ｉ章序

第１節研究の背景

農薬は、農業生産を維持する上で必要不可欠な資材で

ある（松中、1998)。一方、農薬は、一定品以上の暴露

により生理活性を示す合成化学物質である。このため、

その使用に当たっては、農作物に対する薬害や残留は勿

騰、農地や周辺環境の汚染、非標的生物への影響等、農

薬が持つ危険性を適切に管理する必要がある。そのため

には、農薬による農地と環境への負荷の実態と許容水単

の解明、流出対策の策定等に関する研究が重要である。

RachelCarson（1989）は、1962年に「SILENTSPRlNG

（邦訳：沈黙の春)」を著し、DDT，ＢＨＣ等の化学物質

による環境汚染問題に警鐘を鳴らした。我が国でも環境

中の化学物質に対する規制が進められ、現在、農薬に関

係するものとして、水質汚濁に係る環境基池（環境庁、

1993)､地下水の水質汚濁に係る環境基準(環境庁､1997)、

水道法における水質管理目標設定項目（厚生労働省健康

局水道課長、2003)、オゾン層保護法における臭化メチ

ルの指定〈平成６年政令、1994）などが制定されている。

また、1999年にはPRTR制度が導入され、化学物質の排

出源と排出匙をより厳格に監視する体制が採られるよう

になった（平成１１年法律、1999a)。

1996年にはTheoColbomら（1996)が、「OURSTOLEN

FUTURE（邦訳：奪われし未来)」を発表し、内分泌撹

乱化学物質による微吐域での生殖異常などの問題を提起

した｡我が国では、この問題に対応するため1998年に｢環

境ホルモン戦略計画SPEED'98」を立ち上げた。この中

で、複数の農薬が『内分泌撹乱作用を有すると疑われる

化学物質」としてリストアップされ（環境庁、２０００)、

環境における農薬の動態に対して社会的関心を高めた。

我が国の植物防疫を法制度の面から支える農薬取締法

は、1948年に不正粗悪な農薬の取締りとその品質向上を

目的として制定された。しかし、上述のような環境汚染

問題に対する社会的な関心の高まりとともに改正され、

作物残留性、土壌残留性、水質汚濁性に問題がある農薬

の登録や使用が規制されるようになった（石谷、1997)。

さらに、2003年に施行された改正農薬取締法では、農薬

の使用者に対し、「航空散布時のドリフト」、「住宅に近

接した農地で散布する際のドリフト」、「水田からの流

出｣、「土壌消毒時の揮散」に対して対策を識じるよう求

めている（農林水産省・環境省、2003)。

また、食品衛生法では、飲食に起因する衛生上の危害

5３

論

の発生を防止するため、残留農薬基箪を定めている（石

谷、1997)。2006年にはその残留農薬基地にポジティブ

リスト制度が導入されたことから(平成15年法律､2003)、

隣接農地からドリフトした農薬により農作物の残留濃度

が基地値を超過する可能性が高まり、農業関係者の間で

重要な問題となっている。

一方､農薬と並んで重要な農業資材である肥料の分野、

特に、窒素肥料を取り巻く環境に視点を移すと、窒素肥

料を施用した農地から発生する亜酸化窒索（N２０）は、

温暖化ポテンシャルが二酸化炭素の296倍という強力な

温室効果ガスであり、その発生抑制が望まれる（秋山、

2005)。また、1999年に水質汚濁に係る環境基準（環境

庁、l999a）と地下水の水質汚濁に係る環境基単（環境

庁、l999b）に「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」が追加

され、基準値がlOmgL~１以下と定められた。1999年に施

行された家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の利用促進

が狐われており（平成11年法律、l999b)、今後、農地に

家畜排せつ物由来の有機物資材を施用する機会が増える

と考えられる。畑土壊中の有機態窒素は、アンモニア化

成（無機化）と硝酸化成を経て作物に吸収され、一部が

脱窒作用を受ける（甲斐、1994)。この中で、硝酸化成

は、畑地で栽培される農作物の多くが好硝酸性植物であ

ること（河崎・森次、1990)、アンモニアから硝酸に変

化することにより溶脱や脱窒が生じやすくなること、ま

た、反応途中で亜酸化窒素を生じることから重要である

(陽ら、1983)。環境への窒素負荷を減らし、法令を遵守

しながら農業生産を維持するには、窒素肥料の有効利用

により施用壁を削減すると共に（松丸、2003)、窒素循

環における各作用の活性を適切に管理する必要がある。

第２節供試薬剤「クロロタロニル」

有機塩素系殺菌剤クロロタロニル（tetrachloroiso-

phthaIonitriIe，農林水産省遜録名ＴＰＮ、商品名ダコニー

ル、ダコソイル等）は、抗菌スペクトラムが広く、野菜、

花、芝、水稲、果樹など広範な作物の病害防除に用いら

れている（第1-1表)。剤型は多様で、水和剤、フロアブ

ル剤、粉剤、くん煙剤などがある（米山ら、1990)。茎

葉処理剤として広く普及している他、キントゼン（農林

水産省壁鍛名PCNB）の農薬登録失効（農林水産省生産

局、2002）と前節で述べた臭化メチルの規制から、土壌

処理剤としても重要度を増している。平成１６年度におけ

るクロロタロニルの国内への出荷愚は、有効成分換算で




